
神⼾市外国語⼤学 英語塾 規約 
 

 
第 1 条（名称および所在地） 
 
当塾は「神⼾市外国語⼤学 英語塾」と称し、兵庫県神⼾市⻄区学園東町 9 丁⽬ 1 に主たる
活動場所を置きます。 
 
第 2 条（運営） 
 
当塾の運営・管理は神⼾市外国語⼤学 ⽊曜会が⾏います。 
 
第 3 条（⽬的） 
 
当塾は、神⼾市外国語⼤学の学⽣が有する知的財産を地域社会に還元し、地元中⾼⽣の様々
な能⼒の育成を図ると同時に、地域の知の拠点づくりを振興することを⽬的とします。 
 
第 4 条（⼊塾） 
 
当塾に⼊塾できる⽅は、当塾の趣旨に賛同し本規約を承諾した中学⽣及び⾼校⽣とします。 
（以下「⽣徒」という。） 
 
第 5 条（開催⽇時） 
 
当塾は別に定められた曜⽇・時間に開催されるものとします。原則として当塾公式 LINE 等
を⽤いて前⽉ 15 ⽇頃に⽉間スケジュールを公表します。 
 
第 6 条（授業内容） 
 
当塾の授業は、⾃習形式です。⽣徒からの各々の質問に講師が個別的に応えます。具体的指
導⽅法は⽣徒と講師による相談によって決定します。 
 
第 7 条（授業料等） 
 
当塾は⽣徒に授業料等の⽀払いを要求しません。 
 



第 8 条(通塾⽅法) 
 
当塾への通塾⽅法は、公共交通機関の利⽤⼜は保護者による送迎でなければなりません。⾃
家⽤⾞や⾃転⾞での通塾は禁じます。 
 
第 9 条（退塾） 
 
⽣徒は、当塾を⾃由に退塾することができます。この場合、退塾を希望される⽉の前⽉ 15
⽇までに所定の退塾申請を⾏うよう努めなければなりません。 
例）3 ⽉末で退塾する場合、2 ⽉ 15 ⽇までに退塾申請 
 
第 10 条（規則の遵守および責任） 
 
1. ⽣徒は当塾が定める本規約・その他の注意事項を守らねばなりません。 
2. 当塾内（神⼾市外国語⼤学敷地内）及び通塾、帰宅中に発⽣した盗難・傷害・遺失物・
その他の事故について、当塾は⼀切の責任を負わないものとします。 

3. ⽕災や地震が発⽣した場合、当塾は在籍⽣の安全を確保するよう努めますが、発⽣する
如何なる不都合や損害についても当塾は責任を負いかねます。 

4. ⽣徒は事故の責任に帰すべき原因により、当塾または第三者に損害を与えた場合には、
速やかにその賠償責任を果たさねばなりません。 

 
第 11 条（⽣徒資格の喪失） 
 
当塾は、⽣徒が次の各号の⼀つに該当すると認めた場合は、⽣徒資格の⼀時停⽌または除名
をすることができます。 
 
1. 当塾の施設を故意に毀損したとき。 
2. 当規約、その他当塾が定める規約に違反したとき。 
3. 当塾の名誉、信⽤を毀損し、または秩序を乱したとき。 
4. ⼊塾時の情報に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 
5. ⽣徒として品位を損なうと認められる⾮⾏があったとき。 
6. 伝染病等他⼈に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。 
7. 当塾の合理的な指⽰・指導に従わないとき。 
8. その他当塾が、社会通念に照らし、当塾⽣徒としてふさわしくないと認めたとき。 
 
 



第 12 条（塾運営） 
 
1. 当塾の講師は無償の善意で業務を提供しているため、講師の予定や急病、不慮の事故な
どの⽌むを得ない事由により、⽣徒が希望する講師が授業を⾏えない場合があります。 

2. 当塾の講師は⽣徒に対して物品の販売や勧誘活動は⾏いません。 
 
第 13 条（休塾） 
 
当塾は次の場合、休塾することができます。 
1. 気象・災害・その他の理由により、授業が不可能と認められるとき。 
2. 施設の改善または補修のとき。 
3. 地⽅公共団体もしくは、これに類する団体の主催する⾏事に参加するとき。 
4. 当塾が企画し、実施する諸活動を⾏うとき。 
5. 運営上、重⼤な理由があるとき。 
 
なお、休塾に関してのお知らせは原則として 1 週間前までに当塾公式 LINE 等で告知しま
す。ただし、緊急の事態が発⽣した場合には、あらかじめ掲載することなく休塾することが
できるものとします。 
 
第 14 条（個⼈情報） 
 
1. ⽣徒⼜はその保護者に提出いただいた個⼈情報は、業務上の必要においてのみ利⽤し

ます。また、法令の定めのある場合を除いて、提出者の事前の同意を得ることなく、予
め明⽰した利⽤⽬的以外に使⽤しません。 

2. 当塾では、提出いただいた個⼈情報を厳重に管理し、紛失、破壊、漏洩、改ざん等に対
し適切な予防措置を講じます。万⼀問題が発⽣した場合には速やかに対処いたします。 

3. 当塾は、提出者の事前の同意を得ることなく、提出いただいた個⼈情報を第三者に開⽰、
提供いたしません。  

4. 提出いただいた個⼈情報は、⽣徒が退塾する際に適正に廃棄します。 
 
第 15 条（附則） 
 
1. 本規約の改定及び変更は当塾により為されるものとし、その効⼒は当該改定及び変更

時に在籍する全ての⽣徒に及ぶものとします。 
2. 当塾に参加される場合は、全事項に同意したものとみなします。 
3. 本規約は、2022年 11 ⽉ 1 ⽇より施⾏します。 


